
労務（技術者）単価の補正係数を指定した場合の帳票出力について 

 

神奈川県県土整備局の積算システムでは、労務（技術者）単価の補正係数が、内訳書（下

位内訳書）と単価表に表示される場合、係数がかかるのは原則、単価表のみです。 

 

Ⅰ.【設計業務】の例 

１）下位内訳書 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）単価表（ＤＩコード） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＷＢコード（工事）も同様です。 

単位の上段に補正係数が表
示されるが、ここでは技術
者・数量等には影響しない 

単位の上段に補正係数が表
示され、この数値が技術者
単価にかかる 



３）単価表（ＳＪコード） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｄコード、ＤＡコード等も同様です。 

 

Ⅱ.【工事】の例 

単価表（施工パッケージ・ＣＢコード） 

※施工パッケージでは、単価表の補正係数の表示位置は、明細情報の下段になります

が、それ以外の帳票はⅠ.【設計業務】の例と同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※技術者単価（Ｄ・ＤＩ・ＤＡコード）も同様な処理となります。 

 

単位の上段に補正係数が表
示され、この数値が技術者
単価にかかる 

明細情報の下段に補正係数
が表示され、この数値が労
務単価にかかる 


